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表紙

電子提供措置の開始日　　2025年２月28日

第29期定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

主 要 な 事 業 内 容
主 要 な 営 業 所
従 業 員 の 状 況
主 要 な 借 入 先
その他企業集団の現況に関する重要な事項
会社の新株予約権等に関する事項
社 外 役 員 に 関 す る 事 項
会 計 監 査 人 に 関 す る 事 項
業務の適正を確保するための体制
業務の適正を確保するための体制の運用状況
連結株主資本等変動計算書
連 結 注 記 表
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 別 注 記 表
監 査 報 告
（2024年１月１日から2024年12月31日まで）

株式会社ショーケース
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主要な事業内容

事 業 事　業　内　容

D X ク ラ ウ ド 事 業

①オンラインビジネスのコンバージョン率（成約率）
向上を実現するWebマーケティング支援サービス
「NaviCastシリーズ」、オンライン本人確認サービス
「ProTechシリーズ」、企業と顧客をつなぐオンライ
ン手続きプラットフォーム「おもてなしSuite」を提供
するSaaS事業
②当社の持つSaaSプロダクト開発ノウハウと各業界の
リーディングカンパニーの持つ知見を融合したDX支援
開発（クラウドインテグレーション）事業

広 告 ・ メ デ ィ ア 事 業 IT関連情報・ライフスタイル情報等のメディア事業及
び、SNS広告を含むオンライン広告運用サービス事業

投 資 関 連 事 業
事業会社や投資家とスタートアップをつなぐプラット
フォーム「SmartPitch」の運営事業、国内外における
技術ベンチャー企業への投資事業、及び上場会社等へ
の資金調達支援事業

情 報 通 信 関 連 事 業 中古スマートフォン等の通信端末機器の販売・買取及
びレンタル事業

主要な事業内容（2024年12月31日現在）
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主要な営業所、従業員の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

名 称 所 在 地
本 社 東 京 都 港 区

名 称 所 在 地
株式会社Showcase Capital 東 京 都 港 区

ReYuu Japan株式会社 大 阪 府 大 阪 市 北 区

主要な営業所（2024年12月31日現在）
① 当社

② 子会社

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
120名 ７名減

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
92名 － 35.2歳 5.5年

従業員の状況（2024年12月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

（注）上記従業員数には、臨時従業員は含まれておりません。

② 当社の従業員の状況

（注）上記従業員数には、臨時従業員は含まれておりません。

借入先 借入残高
株式会社紀陽銀行 651,679千円

株式会社三菱UFJ銀行 400,000千円
株式会社りそな銀行 346,678千円

株式会社日本政策金融公庫 300,000千円

主要な借入先（2024年12月31日現在）

その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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会社の新株予約権等に関する事項

会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約
権等の内容の概要（2024年12月31日現在）

　該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に当社使用人、子会社役員及び使用人に対して職務執行の対価とし
て交付された新株予約権の内容の概要

　該当事項はありません。
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社外役員に関する事項

区 分 氏 名 他の法人等との兼任状況

取 締 役 矢 部 　 芳 一 株式会社インフォマート　社外監査役

取 締 役 中 原 　 裕 幸 株式会社FN　代表取締役社長

取 締 役 佐 藤 　 香 織

鳥飼総合法律事務所　パートナー
千葉大学大学院専門法務研究科　非常勤講師
一般社団法人創医会　監事
株式会社スタートライン　社外取締役
ヘルスケア＆メディカル投資法人　監督役員
株式会社仙台銘板　社外監査役
株式会社リログループ　社外取締役（監査等委
員）

監 査 役 南方　美千雄

株式会社アイピーオーバンク　代表取締役
株式会社みた経営研究所　社外監査役
株式会社グローバルエナジーハーベスト　社外取締役
株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス　社外取締役
税理士法人マーヴェリック　代表社員
エバステム株式会社　社外監査役
ビットトレード株式会社　社外監査役

監 査 役 東 目 　 拓 也 弁護士法人北浜法律事務所　パートナー
株式会社アイダ設計　社外取締役

社外役員に関する事項
① 社外役員の重要な兼職の状況等

（注）上記兼任先と当社との間には、特別な利害関係はありません。
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社外役員に関する事項

区 分 氏 名 活 動 状 況

取 締 役 矢 部 　 芳 一

当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席い
たしました。企業経営者としての豊富な経験と高
い見識に基づく見地からの意見や疑問点を明らか
にするために適宜質問や意見を述べるなど、取締
役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するため
の助言・提言を行っており、期待された役割を果
たしております。

取 締 役 中 原 　 裕 幸

当事業年度開催の取締役会16回のうち15回に出
席いたしました。ソフトウェア販売、営業組織の
構築、マネジメントにおいて豊富な経験と実績を
持ち、特にパートナー戦略の立案からパートナー
開拓等において当社の経営戦略及び経営方針の決
定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言
を行っており、期待された役割を果たしておりま
す。

取 締 役 佐 藤 　 香 織

当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席い
たしました。株式会社及び社団・財団法人の運
営・コンプライアンス・ガバナンス・役員責任・
労務等法人の法務全般等の幅広い経験を活かし
て、弁護士としての専門的見地から取締役会の意
思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・
提言を行っており、期待された役割を果たしてお
ります。

監 査 役 南方　美千雄

当事業年度開催の取締役会16回の全て、監査役
会15回の全てに出席いたしました。公認会計士
として主に会社の会計全般について、培ってきた
専門的な見識に基づく、助言・提言を行ってお
り、期待された役割を果たしております。

監 査 役 東 目 　 拓 也

当事業年度開催の取締役会16回のうち14回、監
査役会15回のうち14回に出席いたしました。弁
護士として、専門分野であるM&A、上場会社法
務・証券市場、会社法・金融商品取引法、コーポ
レート・ガバナンス等の見地に基づく、妥当性、
適正性を確保するための助言・提言を行っており
ます。

② 各社外役員の主な活動状況

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第23条の規定に基づき、取締役
会決議があったものとみなす書面決議が３回ありました。
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会計監査人に関する事項

区　　　分 支 払 額

当 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 の 額 26,200千円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額 43,900千円

会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称
RSM清和監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度
に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容及び会計監査の職務遂行状況などが適切であるかど
うかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたし
ました。

３．監査証明業務に基づく報酬の額については、上記のほか、当社において、前期に係る報酬の精
算として当期に支払った額が2,200千円あります。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判
断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内
容を決定いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当
すると認められる場合等には、監査役の全員の同意により、会計監査人の解任を決
定いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される
株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制
　当社は、会社法及び会社法施行規則に定める、「業務の適正を確保するための体
制」について取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであり
ます。

(1) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制

① 取締役は、当社グループが共有すべきルールや考え方を表した会社理念を通じ
て、当社グループにおける企業倫理の確立並びに取締役及び使用人による法
令、定款及び社内規程の遵守の確保を目的に掲げている当社グループの「行動
指針」を率先垂範するとともに、その遵守の重要性につき繰り返し情報発信す
ることにより、その周知徹底を図ります。

② 内部監査室は、「経営理念」及び「行動指針」の周知徹底のための活動を行
い、当社及びその子会社における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査、
問題点の指摘及び改善策の提案等を行います。

③ 取締役は、重大な法令違反その他法令及び社内規程の違反に関する重要な事実
を発見した場合には、直ちに監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会に
おいて報告します。

④ 内部監査室及びコンプライアンス委員会を通じて、当社グループにおける法令
違反又は「経営理念」若しくは「行動指針」の違反又はそのおそれのある事実
の早期発見に努めます。

⑤ コンプライアンス委員会は、当社グループにおける不正行為の原因究明、再発
防止策の策定及び情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて内部監査
室は、再発防止策の展開等の活動を推進します。

⑥ コンプライアンスに関連した相談・連絡・通報を受ける窓口（以下「ヘルプラ
イン」という）を当社グループ内外に設置し、当社及びその子会社は、違反行
為の早期発見に努め、適切に対処します。当社及びその子会社は、ヘルプライ
ンを通じて相談などを行った者に対し、当該相談などを行ったことを理由に不
利な取り扱いを行いません。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役及び使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等については、適用ある
法令及び文書管理規程に基づき適切に作成、保存、管理します。

② 情報セキュリティに関しては、重要性を認識するとともに、情報セキュリティ
に関する規程、マニュアル等を整備し、必要な社内教育を実施します。
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業務の適正を確保するための体制

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社グループは、適切なリスク管理を行うため、リスク管理規程を策定し、当
該規程によりリスク管理に関する方針及び体制を定めます。

② 当社及びその子会社は、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に
対応すべきリスクを選定した上で、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切
にリスク管理を実施します。

③ 内部監査室は、当社及びその子会社が実施するリスク管理が体系的かつ効果的
に行われるよう必要な支援、調整及び指示を行います。

④ 経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項に
ついては、内部監査室において十分な審議を行うほか、特に重要なものについ
ては取締役会において報告します。

⑤ 当社及びその子会社は、当社グループの事業に関する重大なリスクを認識した
とき又は重大なリスクの顕在化の兆しを認知したときは、速やかに内部統制推
進部門にその状況を報告するとともに、特に重要なものについては、取締役会
及び監査役に報告します。

(4) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、当社グループの中期経営目標並びに年間予算を決定し、その執行

状況を監督します。
② 取締役の職務の執行を迅速かつ効率的にするため、職務権限規程、稟議規程に
基づき、各取締役、従業員の職務権限を定め、さらに必要に応じ職務権限を移
譲します。

③ 職務の執行により一層の迅速化・効率化を図るため必要と認められる場合は、
その内容が定款変更に関わる場合を除き、取締役会規程に基づく組織の変更を
行うことができることとします。

(5) 従業員のコンプライアンスを確保するための体制
① 当社グループの従業員が業務を行うにあたり倫理綱領を法令及び定款とともに
遵守するための体制を整備し、併せて従業員に対するコンプライアンス教育及
び啓発行動を行います。

② 当社及びその子会社における業務の執行状況を適切に把握し、適切な助言及び
勧告を行うための内部監査体制を整備します。また、必要に応じた内部監査体
制を整備することができることとします。

(6) 財務報告の信頼性を確保するための体制
　当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用
のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行います。
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業務の適正を確保するための体制

(7) 監査役の職務を補助すべき従業員の独立性に関する事項
① 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、会社は、監査
役の職務を補助するため、当社グループの従業員の中から選び、専任の従業員
として配置することができることとします。

② 前号の監査役の職務を補助する従業員に係る人事異動、人事考課、処罰等の決
定については、事前に監査役会の承認を得ることとします。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席します。
② 監査役は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することがで
きることとします。

③ 監査役への報告を行った役員及び従業員は、当該報告をしたことを理由として
いかなる不利益な取り扱いも受けないこととします。

④ 監査役が職務の執行上必要とする費用等については、当該監査役の職務の執行
に必要でないと認められた場合を除き、その費用等を当社グループが負担しま
す。

(9) 反社会的勢力との関係断絶に向けた基本的な考え方及びその整備状況
① 反社会的勢力対策規程において反社会的勢力排除を明記するとともに、当社グ
ループの取締役及び使用人に対し周知徹底を図ります。

② 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、弁護士等の外部専門
機関と緊密な連携関係を構築します。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制の運用状況
　当社は、上記の内部統制システムの概要に基づき、概要を具体化するための体制
及び規程等を整備し、それらを当社の役職員に周知徹底しております。また、当社
はコーポレート・ガバナンスを徹底することが企業価値の最大化に資することとな
ると考えております。当事業年度における内部統制システムの運用状況は以下のと
おりであります。

(1) 取締役の職務の執行について
　当社の取締役会は、社外取締役を含む取締役と社外監査役を含む監査役で構成さ
れ、また「取締役会規程」に基づき原則月１回取締役会を開催しております。経営
の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を十分に議論し
た上で決定し、取締役の業務の執行状況の監督を行っております。

(2) 監査役の職務の執行について
　監査役は、会計監査人から会計監査内容の報告を受けるとともに、代表取締役と
定例的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行い、監査役監査の実
効性の確保に努めております。また当社は、「監査役会規程」に基づき原則月１回
の監査役会を開催しており、経営の妥当性、適正性、業務の有効性と継続性に関し
て審議検証し、また、稟議書等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役及び使
用人に説明を求める等、より健全な経営体制と効率的な運用を図るため、適宜経営
に対して助言、提言を行いました。また、監査役は、取締役会ほか、重要な会議に
出席し、取締役の職務執行について、厳正な監視を実施いたしました。

(3) コンプライアンス体制について
　当社は、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しておりま
す。２カ月に１回、また必要に応じて開催されるコンプライアンス委員会は、取締
役、各部門長に相当する者が参加し、会社に対しての法令・定款違反をはじめとし
たコンプライアンス違反を未然に防止するとともに、違反が生じた場合でも速やか
に対応することで被害を最小限に留めるよう情報収集に努めております。当事業年
度においては、コンプライアンス意識の一層の向上のため、全従業員に向けたコン
プライアンス研修を４回開催し、法令及び定款を遵守するための取組みを継続的に
行いました。また、内部通報窓口を内部監査室及び外部弁護士事務所に設置してお
り、コンプライアンスの実効性向上に努めております。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況

(4) 当社及び当社グループ会社からなる企業集団における業務適正を確保するための
体制について

　当社内部監査室が当社グループにおける内部統制の統括的な推進・管理を行って
おります。また実施した子会社の内部監査結果を子会社の代表取締役に報告をして
おります。

(5) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況について
　当社は、反社会的勢力には毅然として対応し、利益供与は一切行わないことを反
社会的勢力対策規程において規定しております。またコンプライアンス研修を実施
することで、役員及び使用人に遵守させています。新規取引先企業と反社会的勢力
との関係排除について規定した契約書を取り交わし、取引開始前に反社会的勢力と
の関係性が無いかにつき、データベースを利用し確認を実施しております。
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書
(2024年 1 月 1 日から

2024年12月31日まで)
株　主　資　本

資　本　金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計

当期首残高 50,188 1,620,231 △189,304 △599,998 881,116
連結会計年度中の変動額

新株の発行 338,709 338,709 677,418
新株の発行（新株予
約権の行使） 150 150 300

親会社株主に帰属す
る当期純損失（△） △742,757 △742,757

非支配株主との取引
に係る親会社の持分
変動

△20,481 △20,481

株主資本以外の項目
の連結会計年度中の
変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 338,859 318,377 △742,757 － △85,519
当期末残高 389,047 1,938,609 △932,061 △599,998 795,597

新株予約権 非支配株主
持分 純資産合計

当期首残高 298 628,543 1,509,958
連結会計年度中の変動額

新株の発行 677,418
新株の発行（新株予
約権の行使） 300

親会社株主に帰属す
る当期純損失（△） △742,757

非支配株主との取引
に係る親会社の持分
変動

△20,481

株主資本以外の項目
の連結会計年度中の
変動額（純額）

△129,549 △129,549

連結会計年度中の変動額合計 － △129,549 △215,069
当期末残高 298 498,994 1,294,889

（単位：千円）
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連結注記表

連結注記表
（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ２社
連結子会社の名称 株式会社Showcase Capital

ReYuu Japan株式会社
（注）日本テレホン株式会社は、2024年２月１日付で、

ReYuu Japan株式会社に商号変更しております。

２．持分法の適用に関する事項
持分法適用関連会社の数 １社
会社等の名称 株式会社インクルーズ

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうちReYuu Japan株式会社の決算日は10月31日であります。
　連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との
間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券（営業投資有価証券を含む）

市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条
第２項により有価証券とみなされるもの）
　組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と
し、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
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連結注記表

② 棚卸資産
商品
　原則として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価
切下げの方法により算定）
仕掛品
　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方
法により算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物
（建物附属設備を除く）、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構
築物並びにレンタル資産については、定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　８～24年
② 無形固定資産

市場販売目的のソフトウエア
　見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間（３年以内）に基づく均等配
分額とを比較し、いずれか大きい額を当期償却額としております。
自社利用目的のソフトウエア
　社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法を採用しておりま
す。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。

(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能
見込額を計上しております。

② 賞与引当金
　一部の連結子会社の従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当連
結会計年度負担額を計上しております。
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連結注記表

③ 役員退職慰労引当金
　一部の連結子会社の役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規
程に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法
　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付
に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用して
おります。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準
　当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履
行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時
点）は以下のとおりであります。
　顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する
履行義務である場合について、顧客への財又はサービスの提供における役割（本人
又は代理人）を判断した結果、純額で収益を認識しております。
　また、約束した対価の金額は、概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素は
含まれておりません。
① DXクラウド事業

・ナビキャストシリーズ
　顧客に成果物を納品し、検収を受けた時点で履行義務が充足されると判断し、
当該時点で収益を認識しております。なお、一部の取引は、納品時点と検収時点
とに重要な差異がないと判断し、納品時点で収益を認識しております。

・おもてなしSuiteシリーズ及びProTechシリーズ
　顧客にサービスが提供される期間の経過に応じて履行義務が充足されると判断
し、当該期間の経過に応じて収益を認識しております。なお、一部の従量課金に
ついては、アクセス数やユーザー数などの従量に応じて収益を認識しておりま
す。

・クラウドインテグレーション事業
　主に受託開発を行っており、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足
するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に
かかる進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した売上原価が、予想さ
れる売上原価の合計に占める割合に基づいて行っております。ただし、契約にお
ける取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がご
く短い受託開発契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収
益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
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連結注記表

② 広告・メディア事業
　顧客と合意した契約条件に基づき広告配信、記事出稿等を行っており、当該配
信、出稿等に関して顧客と合意した成果について検収を受けた時点で履行義務が
充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

③ 情報通信関連事業
・リユース関連事業

　主にリユースモバイル端末の販売を行っております。このような商品の販売に
ついては、顧客に商品を引渡した時点で収益を認識しております。

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は
損益として処理しております。

(7) のれんの償却方法及び償却期間
　その効果が発現すると見込まれる期間を個別に見積り、償却期間を決定した上で
均等償却しております。

(8) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
繰延資産の処理方法

株式交付費
　発生時に全額費用処理しております。

（表示方法の変更に関する注記）

（連結損益計算書）
　前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「株
式交付費」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しておりま
す。なお、前連結会計年度の「株式交付費」は0千円であります。
　前連結会計年度において特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「受取
賠償金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しておりま
す。なお、前連結会計年度の「受取賠償金」は1,200千円であります。
　前連結会計年度において特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「受取
保険金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しておりま
す。なお、前連結会計年度の「受取保険金」は5,084千円であります。
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連結注記表

営業投資有価証券（非上場株式） 0千円
営業投資有価証券（投資事業組合への出資） 98,047千円
投資有価証券（非上場株式等） 42,091千円

のれん（ReYuu Japan株式会社） 122,740千円

（会計上の見積りに関する注記）
（営業投資有価証券及び投資有価証券の評価）

１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　市場価格のない株式等については、１株当たりの純資産額に所有株式数を乗
じた金額を基礎とした実質価額が取得価額と比べて50％以上低下したものに
ついて、回復可能性が十分な証拠により裏付けられる場合を除き減損処理を行
っております。
　投資事業組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じ
て入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によ
っております。
　投資有価証券の評価にあたって、市場価格のない株式等及び投資事業組合が
保有する株式等については、経済環境の仮定等の不確実性が含まれており、経
済環境の悪化等が生じる場合、翌連結会計年度以降において追加での減損処理
が必要となる可能性があります。

（のれんの評価）
１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社は、前連結会計年度までに、ReYuu Japan株式会社の株式を取得し、
取得原価の配分を行っております。当該取得原価の配分により、のれんが計上
されております。当社は、ReYuu Japan株式会社の損益計画及び損益実績を
使用して減損損失の計上要否を検討しております。当連結会計年度において、
当該のれんについて減損損失は計上しておりません。
　減損損失の計上要否の検討に使用した損益計画には不確実性があり、損益計
画と損益実績に乖離が生じる場合、翌連結会計年度以降において当該のれんに
ついて減損損失が計上される可能性があります。
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連結注記表

有形固定資産 113,574千円
無形固定資産（のれんを除く） 101,306千円
減損損失 528,024千円

（固定資産の減損）
１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループは、事業用資産については管理会計上の区分を基礎として資産
のグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピン
グを行っております。資産グループに係る減損の兆候を把握するため、「固定
資産の減損に係る会計基準」に従って検討を行っております。減損の兆候があ
る資産グループについては、割引前将来キャッシュ・フローの総額が当該資産
グループの固定資産の帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識する方針として
おります。将来キャッシュ・フローは、過去の実績や事業環境を反映した事業
計画を基礎としております。また、将来キャッシュ・フローの見積り期間は、
資産グループにおける主要な資産の経済的残存耐用年数としております。減損
損失を認識する場合、資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定し
ております。
　当連結会計年度において、営業損益又は営業キャッシュ・フローが継続して
マイナスであり、回収可能性が見込めない資産グループ及び使用見込みがなく
なったソフトウエア（遊休資産）について減損損失を認識しております。
　減損損失の認識及び測定に使用した将来キャッシュ・フローの基礎となる事
業計画には事業環境の仮定等の不確実性が含まれており、現時点で予測不能な
将来の事業環境の著しい悪化等により実際のキャッシュ・フローが見積りを下
回った場合、翌連結会計年度以降において減損損失が計上される可能性があり
ます。
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商品 844,174千円

（棚卸資産の評価）
１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　商品の評価について、個別法による原価法により算定しております。将来の
販売見込みに基づく一定の滞留期間を超える場合には帳簿価額を全額切り下げ
た価額をもって貸借対照表価額としております。
　滞留の判定においては、過去の実績等に基づく一定の期間を主要な仮定とし
ておりますが、当社グループを取り巻く環境に変化があった場合等、翌連結会
計年度以降において、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（追加情報に関する注記）
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）
　当社グループは、会計上の見積りについて、連結計算書類作成時において入手可能
な情報に基づき実施しております。
　新型コロナウイルス感染症については、感染症法上の位置づけが５類感染症とな
り、経済社会活動の正常化が進みました。しかしながら、今後も同様の感染症の感染
拡大等があった場合、営業活動が制限され、当社グループの業績に影響がある可能性
があります。
　なお、現在のところ当社グループの業績に重要な影響はないことから、今後、当社
グループの業績に与える影響が著しく大きくなることはないと判断しております。

（役員退職慰労金制度の廃止）
　連結子会社であるReYuu Japan株式会社は、2024年１月30日開催の第36期定時
株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議いたしまし
た。
　これに伴い、役員退職慰労引当金を全額取り崩し、役員退職慰労引当金に計上して
おりました18,281千円は、固定負債の「その他」に含めて表示しております。

（親会社の異動）
　当社は、2024年11月14日付でAIフュージョンキャピタルグループ株式会社（以
下、「AIF社」という。）と資本業務提携契約を締結し、AIF社が実施した当社の普
通株式に対する公開買付けの結果及び当社が2024年11月14日開催の取締役会にお
いて決議したAIF社を割当先とする第三者割当増資の払込みが完了したことにより、
AIF社は、2024年12月13日付で当社の親会社に該当することとなりました。
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有形固定資産の減価償却累計額 157,402千円

普通株式 10,185,600株

（連結貸借対照表に関する注記）

（連結損益計算書に関する注記）
顧客との契約から生じる収益
　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記
載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、「（収益認識に関する注
記）１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

２．剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額

　該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年
度となるもの

　該当事項はありません。

３．当連結会計年度の末日における新株予約権に関する事項
新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式
の種類及び数
　該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については、短期的な預金等に限定し、また資金調達
については金融機関からの借入による方針であります。当社グループは、デリバテ
ィブ取引を行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、一部外
貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクは僅
少であります。
　営業投資有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務等に関連する株
式であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。
　営業債務等は流動性リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、営業債権についてはコーポレート本部等が取引先別に期日及
び残高を管理するとともに、入金状況を各事業部門に随時連絡しております。

②　市場リスクの管理
　営業投資有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引
先企業）の財務状況を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を
継続的に見直しております。

③　流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社グループは、コーポレート本部等が適時に資金繰り計画を作成・更新する
ことにより、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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連結貸借対照表
計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

(1) 長期借入金（１年内返
済予定長期借入金を含
む）

958,347 958,867 520

負債計 958,347 958,867 520

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

営業投資有価証券 0

投資有価証券 42,091

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

営業投資有価証券 98,047

２．金融商品の時価等に関する事項
　2024年12月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及
びこれらの差額については、次のとおりであります。

（※１）「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」並びに「未払法
人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳
簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（※２）市場価格のない株式等は、上表には含めておりません。当該金融商品の連結貸
借対照表計上額は以下のとおりであります。

（※３）連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体
への出資については含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額
は以下のとおりであります。
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区分 時価（千円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（１年内返済
予定長期借入金を含む） － 958,867 － 958,867

負債計 － 958,867 － 958,867

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場にお
いて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関す
る相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイン
プット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時
価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低
いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
　該当事項はありません。

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金（１年内返済予定長期借入金を含む）
　変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社及び連結子会
社の信用状態は借入実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額に近
似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利による
ものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り
引いて算定しております。これらについては、レベル２の時価に分類しておりま
す。
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報告セグメント

DXクラウド
事業

広告・メディア
事業

投資関連
事業

顧客との契約から
生じる収益 1,154,944 308,052 906

その他の収益 － － 28,643
外部顧客への売上高 1,154,944 308,052 29,550

報告セグメント
情報通信関連事業

リユース
関連事業

その他の
事業 小計

顧客との契約から
生じる収益 4,664,515 54,358 4,718,874

その他の収益 － － －
外部顧客への売上高 4,664,515 54,358 4,718,874

報告
セグメント 合計

計
顧客との契約から
生じる収益 6,182,778 6,182,778

その他の収益 28,643 28,643
外部顧客への売上高 6,211,422 6,211,422

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）４．会計方
針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 447,617

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 687,771

契約資産（期首残高） 18,967

契約資産（期末残高） 20,880

契約負債（期首残高） 17,539

契約負債（期末残高） 45,425

(1) １株当たり純資産額 92円81銭
(2) １株当たり当期純損失（△） △104円86銭

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローと
の関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度
以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等
（単位：千円）

　契約資産は、受託開発について、期末日現在で進捗度に基づいて認識した収益に
かかる未請求の対価に対する当社グループの権利に関するものであります。契約資
産は、対価に対する当社グループの権利が無条件になった時点で顧客との契約から
生じた債権に振り替えられます。
　契約負債は、履行義務を充足する前に顧客から受け取った対価であります。契約
負債は、履行義務を充足した時点で収益の認識に伴い取り崩されます。
　当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれてい
た金額に重要性はありません。なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足
した履行義務から認識した収益の金額はありません。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約
がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。なお、顧客との契
約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はあ
りません。

（１株当たり情報に関する注記）
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借入先 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社紀陽銀行
借入金額 200,000千円 194,000千円

借入期間 2025年１月31日
～2025年７月31日

2025年２月７日
～2025年３月31日

借入利率 変動金利
（基準金利＋スプレッド）

変動金利
（基準金利＋スプレッド）

担保の有無 無 無
保証の有無 無 有（信用保証協会による保証）

（重要な後発事象に関する注記）
（資金の借入）
　連結子会社であるReYuu Japan株式会社は、2025年１月31日に、株式会社三菱
UFJ銀行より200,000千円の借入を、また、2025年２月７日に、株式会社紀陽銀行
より194,000千円の借入を実行いたしました。
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株主資本等変動計算書
(2024年 1 月 1 日から

2024年12月31日まで)
株　主　資　本

資　本　金
資本剰余金

資本準備金 そ　の　他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計

当期首残高 50,188 188 1,691,520 1,691,708
事業年度中の変動額

新株の発行 338,709 338,709 338,709
新株の発行（新株予
約権の行使） 150 150 150

当期純損失（△）
事業年度中の変動額合計 338,859 338,859 － 338,859
当期末残高 389,047 339,047 1,691,520 2,030,567

株　主　資　本

純 資 産
合　　計

利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計

そ　の　他
利益剰余金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰余金

当期首残高 18,426 18,426 △599,998 1,160,323 1,160,323
事業年度中の変動額

新株の発行 677,418 677,418
新株の発行（新株予
約権の行使） 300 300

当期純損失（△） △635,282 △635,282 △635,282 △635,282
事業年度中の変動額合計 △635,282 △635,282 － 42,436 42,436
当期末残高 △616,856 △616,856 △599,998 1,202,759 1,202,759

（単位：千円）
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方
法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物
（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及
び構築物については、定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 15～24年
工具、器具及び備品 4 ～ 5 年
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(2) 無形固定資産
のれん
　その効果が発現すると見込まれる期間を個別に見積り、償却期間を決定した
上で均等償却しております。
市場販売目的のソフトウエア
　見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間（３年以内）に基づく均等配分
額とを比較し、いずれか大きい額を当期償却額としております。
自社利用目的のソフトウエア
　社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法を採用しておりま
す。

(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。

３．繰延資産の処理方法
株式交付費
　発生時に全額費用処理しております。

４．引当金の計上基準
貸倒引当金
　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能
見込額を計上しております。
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５．収益及び費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の
内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下
のとおりであります。
　顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する
履行義務である場合について、顧客への財又はサービスの提供における役割（本人
又は代理人）を判断した結果、純額で収益を認識しております。
　また、約束した対価の金額は、概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素は
含まれておりません。

(1) DXクラウド事業
・ナビキャストシリーズ
　顧客に成果物を納品し、検収を受けた時点で履行義務が充足されると判断し、
当該時点で収益を認識しております。なお、一部の取引は、納品時点と検収時点
とに重要な差異がないと判断し、納品時点で収益を認識しております。
・おもてなしSuiteシリーズ及びProTechシリーズ
　顧客にサービスが提供される期間の経過に応じて履行義務が充足されると判断
し、当該期間の経過に応じて収益を認識しております。なお、一部の従量課金に
ついては、アクセス数やユーザー数などの従量に応じて収益を認識しておりま
す。
・クラウドインテグレーション事業
　主に受託開発を行っており、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足
するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に
かかる進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した売上原価が、予想さ
れる売上原価の合計に占める割合に基づいて行っております。ただし、契約にお
ける取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がご
く短い受託開発契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収
益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

(2) 広告・メディア事業
　顧客と合意した契約条件に基づき広告配信、記事出稿等を行っており、当該配
信、出稿等に関して顧客と合意した成果について検収を受けた時点で履行義務が
充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
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関係会社長期貸付金
（株式会社Showcase Capital） 200,000千円

（表示方法の変更に関する注記）
（損益計算書）
　前事業年度において営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「株式交
付費」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。な
お、前事業年度の「株式交付費」は0千円であります。

（会計上の見積りに関する注記）
（関係会社貸付金の評価）

１．当事業年度の計算書類に計上した金額

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　連結子会社である株式会社Showcase Capitalに対する長期貸付金について
は、個別に財政状態及び経営成績等の状況を勘案し、事業計画を使用して貸倒
引当金の計上要否を検討しております。当事業年度末において、当該貸付金に
ついて貸倒引当金は計上しておりません。
　貸倒引当金の計上要否の検討に使用した事業計画には不確実性があり、計画
と実績に乖離が生じる場合、翌事業年度以降において当該貸付金について貸倒
引当金が計上される可能性があります。
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有形固定資産 48,590千円
無形固定資産 101,004千円
減損損失 522,992千円

（固定資産の減損）
１．当事業年度の計算書類に計上した金額

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社は、事業用資産については管理会計上の区分を基礎として資産のグルー
ピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っ
ております。資産グループに係る減損の兆候を把握するため、「固定資産の減
損に係る会計基準」に従って検討を行っております。減損の兆候がある資産グ
ループについては、割引前将来キャッシュ・フローの総額が当該資産グループ
の固定資産の帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識する方針としておりま
す。将来キャッシュ・フローは、過去の実績や事業環境を反映した事業計画を
基礎としております。また、将来キャッシュ・フローの見積り期間は、資産グ
ループにおける主要な資産の経済的残存耐用年数としております。減損損失を
認識する場合、資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており
ます。
　当事業年度において、営業損益が継続してマイナスであり、回収可能性が見
込めない資産グループ及び使用見込みがなくなったソフトウエア（遊休資産）
について減損損失を認識しております。
　減損損失の認識及び測定に使用した将来キャッシュ・フローの基礎となる事
業計画には事業環境の仮定等の不確実性が含まれており、現時点で予測不能な
将来の事業環境の著しい悪化等により実際のキャッシュ・フローが見積りを下
回った場合、翌事業年度以降において減損損失が計上される可能性がありま
す。
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１．有形固定資産の減価償却累計額 93,346千円

短期金銭債権 18,616千円
短期金銭債務 1,767千円

営業取引による取引高
売上高 53,782千円
売上原価 7,276千円
販売費及び一般管理費 20,284千円

営業取引以外の取引による取引高 5,915千円

（追加情報に関する注記）
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）
　当社は、会計上の見積りについて、計算書類作成時において入手可能な情報に基づ
き実施しております。
　新型コロナウイルス感染症については、感染症法上の位置づけが５類感染症とな
り、経済社会活動の正常化が進みました。しかしながら、今後も同様の感染症の感染
拡大等があった場合、営業活動が制限され、当社の業績に影響がある可能性がありま
す。
　なお、現在のところ当社の業績に重要な影響はないことから、今後、当社の業績に
与える影響が著しく大きくなることはないと判断しております。

（親会社の異動）
　当社は、2024年11月14日付でAIフュージョンキャピタルグループ株式会社（以
下、「AIF社」という。）と資本業務提携契約を締結し、AIF社が実施した当社の普
通株式に対する公開買付けの結果及び当社が2024年11月14日開催の取締役会にお
いて決議したAIF社を割当先とする第三者割当増資の払込みが完了したことにより、
AIF社は、2024年12月13日付で当社の親会社に該当することとなりました。

（貸借対照表に関する注記）

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
　区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、
次のとおりであります。

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
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普通株式 1,612,900株

種類 会社等の
名称

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

親会社
AIフュージ
ョンキャピ
タルグルー
プ株式会社

（被所有）
直接

51.02％
資本業務

提携
第三者

割当増資
（注）

677,418 － －

種類 会社等の
名称

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社
株 式 会 社
Showcase
C a p i t a l

直接
100.00％

役員の兼任
資金の貸付

利息の受取
（注） 2,002 関 係 会 社

長期貸付金 200,000

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式に関する事項

（税効果会計に関する注記）
　繰延税金資産の発生の主な原因は、税務上の繰越欠損金、減価償却超過額、投資有
価証券評価損及び関係会社株式評価損であり、評価性引当額は419,869千円でありま
す。
　繰延税金負債の発生の原因は、税務上の収益認識差額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）
１．親会社及び法人主要株主等

（単位：千円）

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）当社の行った第三者割当増資を１株につき420円で引き受けたものでありま

す。AIフュージョンキャピタルグループ株式会社は、当該取引をもって当社の
親会社に該当することとなりました。なお、議決権等の被所有割合は、当事業
年度末時点での割合を記載しております。

２．子会社及び関連会社等
（単位：千円）

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
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(1) １株当たり純資産額 140円30銭
(2) １株当たり当期純損失（△） △89円68銭

（収益認識に関する注記）
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計
方針に係る事項に関する注記）５．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであり
ます。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 武 本 拓 也
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 本 　 亮
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 橋 良 輔

独立監査人の監査報告書
2025年２月20日

株式会社ショーケース
取　締　役　会　　御　中

RSM  清  和  監  査  法  人
東 京 事 務 所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ショーケースの2024年１月１日から2024年
12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社ショーケース及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。監査役及び監査役会の責任は、財務報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書
類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査
証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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会計監査人の監査報告書

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 武 本 拓 也

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 本 　 亮

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 橋 良 輔

独立監査人の監査報告書
2025年２月20日

株式会社ショーケース
取　締　役　会　　御　中

RSM  清  和  監  査  法  人
東 京 事 務 所

　
監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ショーケースの2024年１月１日から
2024年12月31日までの第29期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

会計監査人の監査報告書
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会計監査人の監査報告書

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・計算書類等に対する意見を表明するために、計算書類等に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任が
ある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2024年１月１日から2024年12月31日までの第29期事業年度
における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、
審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1） 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状

況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職
務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図
り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査
を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を
閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま
した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及
び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の
業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第 100 条第
1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に
応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監
視及び検 証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の
遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第 131 
条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告書
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監査役会の監査報告書

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計
算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及
びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
　（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく
示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重
大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。ま
た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の
執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするにあ
たり当社の利益を害さないよう留意した事項及び当該取引が当社の利益を害
さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべ
き事項は認められません。

　（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人RSM清和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人RSM清和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常勤監査役 出 口 　 晃 ㊞
監　査　役（社外監査役） 南　方　美千雄 ㊞
監　査　役（社外監査役） 東　目　拓　也 ㊞

2025年2月20日

株式会社ショーケース監査役会

以　上

以　上
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